
株式会社JCMについて JPUC（ジェイパック）※とは

ダイジェスト

JCM

業界を代表する社団法人や
都市銀行・生損保が設立した
ただ一つの会社です

提携企業1700社以上で
“JPUC適正買取店”の認定を
受けた車買取専門企業です

※「一社）日本自動車購入協会」の略称
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＜自動車売却時の三大被害相談＞

「消費者への安全・安心なサー
ビスの提供」という理念のもと
設立された 自動車の取引の公正
化を図ることが目的の団体です

JPUC適正買取店制度とJCM

しつこい営業
なし

全員が査定士
資格取得者

消費者保護
の徹底

安心してお任せください

“JPUCが実施する研修の修了”、“売買契約書の約款が基準を満たしている”、

“電話による発信数の制限を設けている”など、消費者保護の取組を行って

いる事業者は「適正買取店」として認定され、認定バッジが付与されます。

現在、全国で17社が認定を受けています。

JCMは
認定「第1号」
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ＪＣＭはここが違います︕
ＪＣＭとは
当社は、中古車販売店の組織である一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会と、各損保会社、銀行等計
60社の出資により設立された自動車流通企業です。当社のクルマ買取は、一般の方向けのコマーシャル等はし
ていませんが、 防衛省・外務省などを始めとする各官公庁や弁護士・医師・教職員の方などの組織団体、各大手
企業様等1200社と提携し、実績がございます。それぞれのお客様のご要望にお応えしながら、大切なお車の査
定～名義変更までの 売却手続きを確実・円滑に処理することで安心かつ満足して、皆様のお車をご売却いただ
いています。 

「高い金額で車を買取ってもらったけど、後からキズや凹みがあったからと言って減額させられた・・それでも、
車輌代を払って くれないので納得するしかない・・・」なんて話もたまに耳にします。 ・・でも、ご安心下さい。JCM
は査定士の資格をもった担当が確実・しっかりとした査定を行った上で評価を決め、正式に 売買契約書を交わ
します。車両状態に大幅な変化がない限りは、ご契約~引取後の再査定(減額）は一切ありません。

当社はすぐに売ることをしつこく迫るなんて事はしません。「1か月後に次の車が納車されるまで今の車に
乗りたい」など、 お客様のご要望に出来る限りお応えしていますのでご相談ください。車両の引取場所は、
ご自宅以外でもご勤務先や 新車の購入先ディーラー、引越先などご都合により対応可能です。

一般的には、引渡しから3日後～1週間後に入金となる会社が多いようですが、当社は、原則、車両引渡しの 翌銀
行営業日にお客様ご指定の銀行口座へ車両代金を入金しています。早く決済できる事で安心していただける と
思います。また、引渡し当日の現金でのお支払いも事前にご相談いただければと思います。（※譲渡書類完備が
前提） 名義変更完了後は、書面またはメールにて必ずご報告します。売却後も自動車税が請求されるなんてトラ
ブルは 一切ありませんのでご安心ください。 

ディーラーの下取時に掛かってくる名義変更手続費用や引取費用などの諸費用は一切掛かりません。 ま
た、お客様にて納税済みの当年度の自動車税は、名義変更完了後、月割り計算にて返金させていただきま
す。 売却時期や排気量によっては、結構、大きな金額ではないでしょうか？　※通常は戻らない買取店も
多いようです。

2014年に ”消費者保護” と ”中古車買い取り業界の健全化” を目的として設立された団体に、設立当初より加盟
しています。この団体には一定規模以上の中古車買い取り業者のほとんどが加盟しており、自動車買取に関して
のガイドライン制定や消費者からのクレーム相談・対応等、業界の健全化に寄与しています。同業他社の中には
「キャンセルに応じてくれない」・「買取後に金額が下げられた」等のクレームが多く寄せられている先があるよ
うですが、JCMは加盟以来  ”クレーム件数ゼロ ”を続けています。安心してお任せください！

査定が間違っていたらどうなるの︖

⾞の引取はいつ︖どこかへ持っていかなければダメ︖

⾞両代⾦の⽀払いは︖名義変更は⼤丈夫︖

諸費⽤無料︕⾃動⾞税未経過分も返⾦︕

⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞購⼊協会（JPUC)加盟
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